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	 １【提出理由】
	２【報告内容】
	(1) 株主総会が開催された年月日
	(2) 決議事項の内容
	(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
	 
	(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由


